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       執行部 
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3．調査内容   旧慣使用権について    （参考資料 添付） 

     主な質疑 

湖南市村中名義等財産の処分に関する要綱第４条で、「市長は、前条の申請を受理した場合に

おいて、その内容を審査し...」とあるが、審査に際して何かしらの審査委員会を設けるのかとの

質疑に対して、委員会を設けることはなく、担当が審査し、決裁ののち進めさせていただいてい

るとの答弁でした。 

 

資料では湖南市の要綱の記載がありますが、他の市町の要綱はとの質疑に対して、大津市、草

津市、日野町が同様の要綱を設けており、大津市は市が５％、草津市は慣例として売り払い金の

２％を、日野町は売り払い金の１割を事務手数料として徴収しているとの答弁でした。その他の

市町は要綱を定めずに対応しているのかとの質疑に対して、今回調べた限りでは、そのようにし

ているとの答弁でした。 

 

これらを踏まえ、今後、湖南市はこの補償金について検討する考えはあるのかとの質疑に対し

て、第７条で「処分に要した経費を差し引いた額の 10 分の９の額の範囲内」と明記されていま

すので、今後も続けたいとの答弁でした。 

 

旧慣使用権の土地は、基本的に法律の関係で名義が村中扱いであるが、基本的には市の所有で

はない点を認めており、他人の土地の売買に、経費を差し引いた上で、さらに手数料 10％を市が

取るという構図はいかがかと思います、一度再検討する必要があるのではとの質疑に対して、総

務省の斡旋通知に書いてありますが、ポツダム政令によって町内会が保有する財産は、処分しな

さいということが第２条第１項で書かれ、その次の第２項では、２ヶ月以内に処分されない土地

等については、市町村に帰属するというふうに書かれており、２ヶ月間の猶予期間中に、そこは

私たちの土地ですと、手を挙げたなら、それは無条件でお返しした。以前の議論を調べると、そ

ういった経緯を踏まえてか、補償金を支払う必要が無いのではないかという、内部での意見もあ

りました。今後、ご指摘の通り内部で今一度検討させていただきますとの答弁でした。 

 

旧石部町が、他の市町にもありましたように 10分の 10の支払いをしていた点についての質疑

に対して、旧甲西町が１割を事務費としていただいていたことから、この合併直前に、資料第５

頁のような覚書を締結されたのかなと推測しますとの答弁でした。 



石部財産管理委員会の存在、その共有財産が自治会加入のネックになっているのではとの質疑

に対して、関連づけて考えていないとの答弁でした。 

 

石部財産管理委員会の団体としての機能はとの質疑に対して、草刈り等土地の維持管理など委

員会としての機能を果たしております。委員会が保有している土地の売買が発生したら、市のほ

うで処理をして、補償金を同委員会にお支払いするということになっていますとの答弁でした。 

 

     以上の主な質疑内容により、旧慣使用権の調査を終了しました。 


